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④建築年月が昭和56年6月以降であること（建築年割引が適用となる場合）

⑤新築であること（建築年割引が適用となる場合）

②建物の所在地

③建物の構造



下記5点が記載されていることを確認のうえ、該当するページを全てアップロー
ドください。

①宅地建物取引士（または宅地建物取引主任者）の記名・押印または署名があること（令和4年5
月18日以降に交付された契約書では、宅地建物取引士（または宅地建物取引主任者）の記名また
は署名があること（押印は省略できます））

②建物の所在地があること

③建物の構造が確認できること

④建築年月が昭和56年6月以降であること（建築年割引が適用となる場合）

⑤新築であること（建築年割引が適用となる場合）

①宅地建物取引士（または宅地建物取引主任者）の記名・押印または署名があること
※令和4年5月18日以降に交付された契約書では、宅地建物取引士（または宅地建物取引主任者）
の記名または署名があること（押印は省略できます）


